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○加須市介護サービス利用者負担助成要綱 

平成２２年３月２３日 

告示第８８号 

改正 平成２５年９月１７日告示第２６７号 

平成２７年３月３１日告示第１１２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）の規定により要介護又は要支援の認定を受け、介護サービスを利用し

ている低所得者に対し、介護サービスに係る利用者負担の一部を助成するこ

とにより、低所得者の経済的負担を軽減することを目的とする。 

（対象者） 

第２条 助成を受けることのできる者は、介護保険法施行令（平成１０年政令

第４１２号）第３８条第１項第１号から第３号までに掲げる者（生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けている者を除く。）

で、介護保険による介護サービスを利用しているものとする。ただし、次に

掲げる者を除く。 

（１） 法第６９条第１項の規定により給付減額等の措置を受けている者 

（２） 加須市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービス

に係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱（平成２２年加須市告示第８９

号）の規定による軽減を受けている者 

２ 前項の規定は、法に規定する第２号被保険者で介護サービスを利用するも

のについて準用する。 

（平成２５告示２６７・平成２７告示１１２・一部改正） 

（対象介護サービス） 

第３条 助成の対象となる介護サービス（以下「対象介護サービス」という。）

は、次に掲げるサービスとする。 

（１） 法第８条第１項に規定する居宅サービス（特定施設入居者生活介護

を除く。） 
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（２） 法第８条第１４項に規定する地域密着型サービス（認知症対応型共

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護を除く。） 

（３） 法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス（介護予防特定施

設入居者生活介護を除く。） 

（４） 法第８条の２第１２項に規定する地域密着型介護予防サービス（介

護予防認知症対応型共同生活介護を除く。） 

（５） 法第４０条第６号に規定する居宅介護住宅改修費の支給に係るサー

ビス 

（６） 法第５２条第６号に規定する介護予防住宅改修費の支給に係るサー

ビス 

（平成２７告示１１２・一部改正） 

（対象経費） 

第４条 助成の対象となる経費は、法第４３条第１項に規定する居宅介護サー

ビス費等区分支給限度基準額及び法第５５条第１項に規定する介護予防サー

ビス費等区分支給限度基準額の範囲で利用した対象介護サービスにおける利

用者負担額から、次に掲げる額を除いた額とする。 

（１） 法第４０条第１１号に規定する高額介護サービス費の支給額 

（２） 法第５２条第９号に規定する高額介護予防サービス費の支給額 

（助成額） 

第５条 助成金の額は、前条に規定する対象経費に２５パーセントを乗じて得

た額とする。 

（平成２７告示１１２・全改） 

（申請） 

第６条 助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、介護サービ

ス利用者負担助成申請書（様式第１号）に、対象介護サービスを利用した日

の属する月（以下「サービス利用月」という。）の領収書等を添えて市長に

提出しなければならない。 
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２ 前項に規定する申請書の提出期限は、サービス利用月の翌月の１日から起

算して２年を経過するまでとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、同項の規定による申請がされたとき

から第８条の規定による交付決定の取消しをするまでの間においては、介護

給付費給付実績等によって申請者に係る対象介護サービスの利用を確認する

ことができた場合は、同項の規定による申請書の提出があったものとみなす

ことができる。 

（平成２５告示２６７・一部改正） 

（決定及び通知） 

第７条 市長は、前条第１項に規定する申請があったときは、その内容を審査

し、助成金の交付又は不交付を決定し、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、その交付をも

って前項に規定する通知に代えるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により助成金の不交付を決定したときは、介護サー

ビス利用者負担助成却下通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（平成２５告示２６７・一部改正） 

（交付決定の取消し） 

第８条 市長は、前条第１項の規定により助成金の交付の決定を受けた者が次

の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すこ

とができる。 

（１） 第２条に規定する対象者の要件に適合しないと認められたとき。 

（２） 対象介護サービスの利用者負担額に未払いが認められたとき。 

（３） 偽りその他不正の手段により助成を受けたと認められるとき。 

（４） その他助成をすることが不適当であると認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、介護サービス

利用者負担助成取消通知書（様式第３号）により当該取消しを受けた者（以

下「助成取消者」という。）に通知するものとする。 

（平成２５告示２６７・全改） 
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（助成金の返還） 

第９条 市長は、前条第１項の規定により交付決定の取消しをした場合におい

て、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、助成

取消者に対し介護サービス利用者負担助成金返還命令書（様式第４号）によ

り期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（平成２５告示２６７・追加） 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（平成２５告示２６７・旧第９条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の

加須市介護サービス利用者負担助成要綱（平成１２年加須市告示第７２号）、

騎西町介護保険サービス利用料支給要綱（平成１３年騎西町告示第２９号。

以下「騎西町要綱」という。）、北川辺町介護サービス利用者負担助成要綱

（平成１３年北川辺町要綱第１０６号）又は大利根町介護保険サービス利用

料助成要綱（平成１３年施行）（以下これらを「合併前の告示等」という。）

の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当

規定によりなされたものとみなす。 

（適用の特例） 

３ 利用者負担の助成率の適用については、第５条の規定にかかわらず、施行

日から平成２２年３月３１日までの間に限り、合併前の告示等の例による。 

４ この告示の規定にかかわらず、合併前の騎西町が行った介護保険サービス

利用料の支給（施設サービスに係るものに限る。）を受けた者が、その後も

引き続き施設サービスを利用している場合については、施行日から平成２３

年３月３１日までの間に限り、合併前の騎西町の要綱の例による。 
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附 則（平成２５年告示第２６７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の加須市介護サービス利用者負担助成要綱の規定は、この告示の施

行の日以後に行う申請に係る助成について適用し、同日前に行う申請に係る

助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年告示第１１２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の加須市介護サービス利用者負担助成要綱の規定は、

この告示の施行の日以後に行う申請に係る助成について適用し、同日前に行

う申請に係る助成については、なお従前の例による。 
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様式第１号（第６条関係） 

（平成２５告示２６７・全改、平成２７告示１１２・一部改正） 

様式第２号（第７条関係） 

（平成２５告示２６７・全改） 

様式第３号（第８条関係） 

（平成２５告示２６７・追加） 

様式第４号（第９条関係） 

（平成２５告示２６７・追加） 

 


